
賃貸不動産経営管理士資格者がいないと賃貸住宅管理業者登録ができないの？



　このたび、会長に就任させていただきました北里 厚でございます。私自身、賃貸管理
業を始めて43年目となりますが、今回の大任に身の引き締まる思いでありますとともに、皆
様とよりよい賃貸不動産管理業の確立を目指していく所存でございます。
　ご案内の通り、全宅管理は昨年４月に会員支援体制の更なる確立と社会的信用の確
保を目指すため、前身である賃貸不動産管理業協会の事業・財産を受け継ぎ、「一般社
団法人 全国賃貸不動産管理業協会」として新たにスタートいたしました。
　しかしながら、現在の賃貸市場は大変厳しいものがあります。例えば、私の地元であ
る福岡県では、昨年、独自に県内約65,000戸の空室率を調査いたしましたが、空室率は
12％を超えておりました。しかし、全国的な賃貸住宅の空室率は18％とも20％とも言われ
ており、福岡県全体の実際の空室率は、12％よりはるかに高いと思われます。その他、全
国的に家賃滞納や供給過剰等の様 な々問題を抱えております。
　このような厳しい状況の中、昨年は更新料や敷引き特約を有効とする最高裁の判決が
出ました。また、賃貸住宅管理業者登録制度が12月１日より開始され、賃貸管理業界はい
よいよ変革期を迎えたといえます。一般の会社に訪問した際など、「登録制度には登録し
ているのですか？」と聞かれることも多くなりましたので、会員のためにも賃貸住宅管理
業登録制度は今後さらに推進していかなければならないと考えております。
　協会としても昨年は約1,000社の会員増加がありましたが、まだまだ少ないと感じてい
ます。もっと魅力のある、会員にとってメリットがある協会になるよう努めていかければな
りません。メリットのある協会にするためにはどうしたらよいか？このことを常に念頭におき
ながら、今後も会員のサポート事業の充実や、各種ツール・最新情報の提供、研修会の
開催等を通じて、会員の皆様の業務を支援していきたいと思います。
　最後に、会員各位におかれましては、ますますのご健勝とご繁栄をお祈り申し上げますと
ともに、引き続きのご支援とご協力をお願い申し上げ、就任の挨拶とさせていただきます。

会　長　北　里　厚

　2011年10月、政府の緊急課題であった高齢化社会への対応策と
して、「サービス付き高齢者向け住宅登録制度」が創設されました。
　サービス付き高齢者向け住宅とは、以前の高円賃（高齢者円滑入
居賃貸住宅）、高専賃（高齢者専用賃貸住宅）、高優賃（高齢者向
け優良賃貸住宅）、有料老人ホームを一本化したもの。その事業性
及び社会貢献度において、賃貸住宅管理業者だけでなく一般の方々
からも注目されています。
　登録制度開始から約１年。今回はその登録状況をお伝えするとと
もに、その概要や政府の補助、税制優遇などをおさらいします。
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見積もってみると、
やはり資金が足りなく
なりそうだ。
銀行に借りようかな。

解約通知!?

高齢者等居住安定化推進事業：予算額３２５億円（うち特別枠３００億円）
新たに創設される「サービス付き高齢者向け住宅」の供給促進のため、建設・改修費に対し
て、国が民間事業者・医療法人・社会福祉法人・NPO等に直接補助を行う。
＜対　象＞ 登録されたサービス付き高齢者向け住宅等
＜補助額＞ 建築費の1/10　改修費の1/3 （国費上限100万円/戸）

所得税・法人税
５年間割増償却40％
（耐用年数35年未満 28％）
床面積要件：25㎡／戸（専用部分のみ）
戸 数 要 件：10戸以上

固定資産税
５年間税額を2／3軽減
床面積要件：30㎡／戸（共用部分含む）
戸 数 要 件：５戸以上
補助受給要件：国または地方公共団体からサービス付
　　　　　　き高齢者向け住宅に対する建設費補助
　　　　　　を受けていること

不動産取得税
家屋：課税標準から1,200万円控除／戸
土地：家屋の床面積の２倍にあたる土地面積相当分
の価額等を減額
床面積要件：30㎡／戸（共用部分含む）
戸 数 要 件：５戸以上
補助受給要件：国または地方公共団体からサービス付
　　　　　　き高齢者向け住宅に対する建設費補助
　　　　　　を受けていること

【融資対象となるサービス付き高齢者向け賃貸住宅の主な条件】次の①～⑤の全てに該当する賃貸住宅
①高齢者の居住の安定確保に関する法律第５条第１項に規定する「サービス付き高齢者向け住宅」としての
登録を受ける賃貸住宅※１であること※２

②省エネルギー対策等級３以上の性能を有すること
③融資対象となる賃貸住宅部分の延べ面積が200㎡以上であること
④敷地面積が165㎡以上であること
⑤その他機構が定める技術基準に適合すること

住宅金融支援機構が実施するサービス付き高齢者向け賃貸住宅融資
　サービス付き高齢者向け住宅の建設資金、中古住宅の購入資金、改良資金を貸し付ける。

※３ 国、地方公共団体等から補助金等を受ける場合は、借入額が減額となる場合がある。
※４ 各居住部分に台所、水洗便所、収納設備、洗面設備及び浴室を備えた住宅。
※５ 一般住宅型以外の住宅。当該住宅に係る借入金利は、１％程度上乗せした金利となる（平成24年10月現在）。
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　今回は少し硬めの内容になりますが、「賃
貸におけるコンプラとリスク管理」という
テーマでお話をしてみたいと思います。
　「コンプラ」とはコンプライアンス・法令
遵守のことで、「リスク管理」とは危機管理の
ことです。どちらも大企業がらみの不祥事な
どでマスコミに取り上げられ、よく耳にするよ
うになってきました。もちろん、大企業だけが
対象ではなく、中小の企業や街の不動産業者
も「コンプラ」や「リスク管理」に注意しなけ
ればならないのは同じことです。
　賃貸管理業のこれらの分野への対応につい
ては、残念ながら不動産業界の中でもかなり
遅れているほうなんじゃないかな？ というの
が実感です。対応が進んでいるのは、弁護士
のリーガルチェックと信託銀行のダブル
チェックで雁字搦めの不動産ファンド。その
次に続くのが、取扱金額も大きくてトラブル
も多い売買。…そして、かなり離されて賃貸、
といったふうにです。

不動産業界でも遅れている
賃貸管理業のコンプラとリスク管理

　コンプラについては、最低限どの会社も対
応しなければならないものでした。では、リス
ク管理のほうはどうでしょう。
　例えば、住宅賃貸で特に問題になるのは、
こんなことです。　

よくある問題（リスク）と
その対処とは？

　例えば、以前契約したときの契約書類や
データを引っ張り出してきて、借主と契約日の
欄をちょちょっと修正して、はい完成！「以前
使ったときにも特に問題なかったから、今回も
問題ないだろう…」こんな調子で契約書類を作
　

成することも多いのではないでしょうか。
　長い間、宅建業法などの改正や行政指導の
ターゲットは売買のほうに向けられ、賃貸の分野
は長らく“波風立たなかった”分野ですが、最近
売買の変更に合わせて、賃貸でも契約書や重要
事項の説明項目が変わりました。しかし、賃貸で
は圧倒的にオリジナルの書面を準備されている
業者さんが多いと思います。そういった場合に
は、インターネットや会報誌での情報収集をし、
変更していくことが必要です。文章を考えるのが
苦手ということでしたら、諸団体の書面を参考に
してみましょう。所属の加盟団体やフランチャイ
ズ本部などが作成した契約書類があり、それらは
リアルタイムで法規制に対応した契約書類の変
更がなされています。この機会に団体の定型書
式に切り替えるというのもひとつの方法です。
　そんなことは当然対応済みですか？漏れが
ないかもう一度チェックしてみましょう。

契約書類はリアルタイムで
変更していく

がんじがら

　① 退室時の負担がある場合
　退室時の原状回復について、東京都内の
物件は別途東京都の条例による説明と書
面の交付が義務付けられていますが、その
他の道府県では義務はありません。もちろ
ん、独自の原状回復基準等がある場合には
それらを説明しておくに越したことはあり
ません。
　敷金や保証金の償却がある場合なども
また、たとえ借主の故意過失以外の負担が
クリーニング費用だけであっても、説明と
書面の交付を行うようにしましょう。東京
以外の物件でも、重要事項説明書に盛り込
んだり、東京と同じ内容の説明書を別途作
成して説明している管理会社も見受けられ
ます。
　② 解約時にペナルティーがある場合
　礼金０やフリーレント付きの物件に多い
１年未満の解約で○か月の賃料支払いペナ
ルティー等の内容を見かけることが多くな
りました。
　③ それ以外の物件特有の問題点
　事務所・店舗や住居用物件のＳＯＨＯ使用
を認める場合の看板表示の問題などなど。

　これらの問題について分かっている場合、さ
すがに告知せずに契約しているケースはない
　

でしょうが、契約・引渡しをすんなり終わらせ
るために、さらっと口頭で説明をして済ませ
ていることが多いかもしれません。募集図面
に記載がなく、契約の段階で初めて知らされ
てヒヤッとすることもまだまだあります。

　かたや首都圏の某大手管理会社の準備す
る重要事項説明書には、換気扇稼働による窓
やエアコンからの風切り音のことまで記載が
あります。それ以外にも事細かな説明内容が
あり、結構なボリュームなので読むだけでも
ちょっとうんざりです。「そんなことまで書く
必要があるのか」と思われるかもしれません
が、トラブルを避けるため、身を守るため。い
ざ揉め事が勃発して、「説明した」「いや説明
されていない」ですったもんだした場合には、
明確な証拠がない限り、行政庁や裁判所は
「業者が説明していない」とみなすことが普
通です。たとえ契約書に記載があり、借主の
署名捺印がされていても、それは対貸主との
書面ですので、その内容について説明されて
いないと借主が主張をすれば、火の粉は仲介
会社や管理会社へ。説明がきちんとなされな
いなら、業者の責任できちんと対応するよう
に指導されます。
　いただいた仲介手数料や管理委託手数料、
契約事務手数料などを返金しなければならな
いとしたら、せっかくの努力が水の泡。念には
念を。リスクを管理しなければならない時代
になりつつあるようです。

説明した証拠を残さないと、
説明していないことになる

も
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契約が終了すれば借主は当該物件を利用する権限を失いますので、
借主に明渡しを求めることができるのは当然です。しかし、わが国
の法制度では、明渡しのように強制力を伴って権利を実現する場合
には裁判所等の公的機関によることを要し、当事者が自らの手で行

うことはできないとする「自力救済禁止」の扱いがなされています。仮に契約で
あらかじめ「貸主において鍵の交換、中の物の処分ができる」などと定めていて
も、その条項は無効とされるか、自力救済が認められる例外事情に限って適用さ
れるものと制限的に解釈されることになり、当該条項があるから大丈夫というこ
とにはならないことに注意してください。
　したがって、設問の場合には、裁判所に訴訟を提起し、明渡し判決などを得
て、最終的には強制執行という形でその実現を図るのが基本的な取扱いです。な
お、訴訟等が提起されると、借主から一定の猶予期間を得たうえで明渡しをする
旨の申出がなされることがあります。この場合には、裁判所において、明渡し時
期や方法、残置物の処分、明渡しが遅れた場合の損害金等を定めた和解調書を
作成してもらうことが大切です（和解調書記載の内容が守られなければ、直ちに
強制執行手続を申し立てることができます）。

　明渡しの履行を図るために考え得る手法として、契約が終了したにもかかわらず明渡し
をしない借主に対し、明渡しが完了するまでの間、例えば賃料の倍額相当の金銭を違約金
として支払わなければならないとする違約金条項を定めておくことが考えられます。
　これは、明渡し未了という借主の債務不履行によって貸主に生じる損害賠償の予定とし
て有効です。そして金額についても、最近、明渡し遅延損害金を賃料相当額の倍額とする
条項につき、次の入居者が決まっている場合に発生する負担や、法的手続に要するコスト
等を勘案した場合、趣旨に見合った合理的な金額設定であるとして、消費者契約法に反せ
ずに有効としたものがあります（東京地裁平成24年７月５日判決）ので、これを一つの目安
として考えることが可能でしょう（全宅管理の書式では従前から賃料の２倍相当額と定め
ていたところです）。　　
　また、明渡しそのものを連帯保証人に求
めることはできませんが、上記違約金につ
いては、連帯保証人の責任の範疇に含まれ
ます。よって、当該責任の拡大の回避を図
る観点から、連帯保証人を通じて借主本人
に対し明渡しを促してもらうことも有益で
しょう。

佐藤貴美法律事務所 全宅管理顧問弁護士。総理府（現
内閣府）、建設省（現国土交通省）での勤務を経て、平成
11年に司法試験に合格。平成14年に弁護士登録。賃
貸管理、マンション管理などを中心に活動している。主
な著書は、「基礎からわかる賃貸住宅の管理」（住宅新
報社）、「実践！賃貸不動産管理」（大成出版・共著）など。

はんちゅう 東京シティ税理士事務所 税理士。土地譲渡の
税金、相続税、土地の有効活用、アパートマン
ションオーナーの税金問題等が得意分野。賃貸
不動産経営管理士講師、（公財）不動産流通近
代化センター専任講師を務めている。『アパー
ト･マンション経営がぜんぶわかる本』（あさ出
版）など、書籍等の編集・執筆も多数。

消費税改正が決まる！
平成 24 年税制改正の中途からスタートした「社会保障・税一体改革」の中で、以前から話
し合われていた消費税の増税が、いよいよ８月１０日可決されました。民主党野田政権が政治
生命を賭けて進め、自民党、公明党との３党合意を経て法案が成立しました。これにより平成
２６年４月より消費税は８％（平成２７年１０月より１０％）になることが確定しました。もうあ
と１年半まで期日は迫っております。
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　左ページ下の事例は３年前に筆者の声掛けで学生を中心に発足した「木賃アパート再生
ワークショップ」の活動の中から生まれたＮＰＯ法人モクチン企画が手掛ける事例。
　これは築古の物件の住みこなし方マニュアルのようなものである。一見時代錯誤で住みづ
らく感ずる築古物件も、このパーツごとの改修レシピを活用すれば快適に住みこなすことが
できる、という考え方だ。生活者はこのレシピのなかから自分の部屋のために実行したいレ
シピを選び、そのレシピをオーナー側に伝える。オーナーはあくまでもレシピ通りに希望の
改修工事を行う。レシピには工事価格の目安と難易度が記されており、オーナーは事前に負
担可能な工事額の総額をルールとして定めることができる。
　これは生活者の「やりたいこと」とオーナー側の考える「可能な事」間のコミュニケー
ションを円滑にするためのツールといえる。レシピは現在約５０存在するが、次々と追加更新
されていく。
　この事例にもあるように、「自分らしさの実現」
を賃貸住宅の付加価値とするためには、生活者と
オーナー間のコミュニケーションが不可欠であり、
その仕組みのデザインが成否を分ける。
　積極的に住環境を良くしたいと考える入居者を積
極的に受け入れるオーナー側の体制。それが整った
物件はどんなかつての付加価値型賃貸住宅よりも魅
力的な住環境を生み出しているに違いない。いま効
果的な空室対策をと考えるのであれば、まずリ
フォーム工事のことを考えるのではなく、どうやっ
て生活者個々の要望を聞き入れるか、その仕組みに
ついて考えるべきなのかもしれない。
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賃貸不動産経営管理士資格者がいないと賃貸住宅管理業者登録ができないの？


